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は
じ
め
に

﹇
世
界
の
構
造
変
換
﹈

先
進
国
主
導
の
時
代
か
ら
全

員
参
加
型
秩
序
を
構
築
す
る
時

代
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
慎
重

に
保
ち
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
に
お

い
て
も
重
層
的
な
関
係
を
構
築

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
米
国
依
存
し
過

ぎ
る
体
質
か
ら
脱
出
し
、
ア
ジ

ア
重
視
の
戦
略
が
重
要
課
題
に

な
る
だ
ろ
う
。
特
に
中
国
は
単

体
と
し
て
の
中
国
を
見
る
の
で

は
な
く
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
台
湾
な
ど
の
中
華
圏
を
認

識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
発

の
内
需
主
導
を
中
心
に
考
え
て

い
た
日
本
企
業
の
成
長
戦
略

を
、「
ア
ジ
ア
の
世
紀
」
へ
と
方

向
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。本

稿
で
は
そ
う
し
た
ア
ジ
ア

域
内
に
あ
っ
て
、
日
本
人
の
誰

も
が
否
定
で
き
な
い
潜
在
意
識

下
に
親
近
感
（
ア
ン
ビ
バ
レ
ン

ト
か
も
し
れ
な
い
が
）
の
あ
る

中
国
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。

１

中
国
の
現
状

中
国
国
家
統
計
局
か
ら
３
月

発
表
さ
れ
た
消
費
者
物
価
指
数

（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
）
は
１
年
４
カ
月
ぶ

り
の
大
幅
上
昇
を
示
し
て
お

り
、
住
宅
バ
ブ
ル
の
懸
念
も
一

段
と
強
ま
っ
て
い
る
。
中
国
人

民
銀
行
（
中
央
銀
行
）
は
市
中

銀
行
か
ら
強
制
的
に
預
か
る
資

金
の
比
率
を
示
す
預
金
準
備
率

を
今
年
に
な
っ
て
２
度
に
わ
た

り
引
き
上
げ
を
行
い
、
銀
行
融

資
の
増
加
ペ
ー
ス
を
抑
え
る
の

に
や
っ
き
に
な
っ
て
い
る
感
が

あ
る
。

一
方
中
国
の
地
方
財
政
悪
化

が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
景
気

刺
激
策
と
し
て
の
公
共
イ
ン
フ

ラ
投
資
に
よ
る
財
政
支
出
の
膨

ら
み
は
、
地
方
財
政
の
赤
字
２

千
億
元
（
約
２
兆
７
千
億
円
）
を

生
み
、
急
成
長
を
続
け
て
き
た

中
国
経
済
の
ネ
ッ
ク
に
な
る
可

能
性
も
出
て
き
て
い
る
。
全
人

代
（
全
国
人
民
代
表
大
会：

日

本
の
国
会
に
相
当
）
は
８
％
程

度
の
経
済
成
長
目
標
を
掲
げ
て

３
月
１４
日
閉
幕
し
た
ば
か
り
で

あ
る
。

２

中
国
進
出
の

基
礎

�

中
国
で
の
事
務
所
設
立
に

つ
い
て

設
立
に
は
政
府
機
関
の
許
認

可
が
必
要
で
あ
り
、
従
業
員
を

直
接
雇
用
で
き
な
い
こ
と
に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
国
企
業
は
勝
手
に
事
務
所

を
設
立
で
き
な
い
。
許
認
可
機

関
は
業
種
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
。

駐
在
事
務
所
は
正
式
に
は

「
外
国
企
業
常
駐
代
表
機
構
」

と
呼
ば
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
定

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
十
分
な

注
意
が
必
要
か
と
思
う
。

ま
た
、
中
国
特
有
の
規
制
と

し
て
駐
在
事
務
所
は
中
国
人
従

業
員
の
採
用
に
お
い
て
、
中
国

政
府
が
指
定
す
る
対
外
服
務
機

関
等
か
ら
派
遣
社
員
を
採
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
直
接
雇
用

の
機
会
は
な
い
。
た
だ
し
、「
中

国
労
働
契
約
法
」
の
改
正
条
項

が
近
々
に
発
表
さ
れ
る
の
で
改

正
の
余
地
が
出
て
く
る
。

�

中
国
の
人
材
と
人
件
費
に

つ
い
て

こ
こ
で
は
中
国
へ
の
進
出
企

業
に
と
っ
て
一
番
参
考
に
な
る

上
海
な
ど
沿
海
部
の
例
を
見
て

み
る
。

高
級
管
理
職
（
５
年
以
上
の
勤

務
経
験
）
平
均
月
額
給
与

８

千
〜
１
万
人
民
元

研
究
開
発
職
（
同
右
）
平
均
月

額
給
与

６
千
〜
８
千
人
民
元

高
級
技
術
者
（
同
右
）
平
均
月

額
給
与

４
千
〜
６
千
人
民
元

一
般
管
理
職
、
技
能
工
（
同

右
）
平
均
月
額
給
与

２
千
〜

４
千
人
民
元

生
産
ラ
イ
ン
ワ
ー
カ
ー
の
平
均

月
額
給
与

８
０
０
〜
１
５
０

０
人
民
元

外
資
系
企
業
で
は
毎
年
定
期

昇
給
が
あ
り
、
高
級
人
材
に
つ

い
て
は
６
％
前
後
、
そ
の
他
に

つ
い
て
は
３
〜
５
％
の
昇
給
が

見
込
ま
れ
る
。

管
理
職
レ
ベ
ル
の
ス
タ
ッ
フ

は
向
上
心
が
高
く
自
分
の
将
来

像
を
持
っ
て
入
社
し
て
来
る
の

で
、
中
国
人
の
賃
金
は
安
価
だ

と
考
え
る
職
種
は
一
般
ワ
ー
カ

ー
や
一
般
管
理
職
、
技
能
工
の

人
材
市
場
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ

て
、
そ
の
観
念
は
通
用
し
な
く

な
る
。

�

中
国
の
会
計
制
度
に
つ
い

て中
国
の
会
計
制
度
は
中
華
人

民
共
和
国
が
成
立
し
た
後
、
改

革
開
放
制
度
が
採
ら
れ
る
ま
で

の
期
間
は
ソ
ビ
エ
ト
式
会
計

（
純
資
産
増
減
法
）
を
採
用
し

て
い
た
が
、
解
放
後
は
複
式
簿

記
に
よ
る
欧
米
式
会
計
法
に
変

わ
っ
て
、
日
本
の
会
計
帳
簿
と

な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
が
、
企
業

で
会
計
業
務
を
行
う
に
は
、
日

商
簿
記
３
級
程
度
の
レ
ベ
ル
の

会
計
員
の
資
格
が
必
要
で
あ

る
。
中
国
の
証
憑
（
取
引
内
容

の
明
確
な
立
証
資
料
）
は
完
全

な
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
で
、
税
務

局
で
公
給
領
収
書
（
発
票
）
を

買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
勝
手

に
発
票
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
の
領
収
書
は
、
税

務
登
記
を
行
い
、
会
計
資
格
を

有
す
る
会
計
員
を
雇
用
し
研
修

を
受
け
た
後
、
入
手
が
可
能
と

な
る
。

会
計
記
録
は
発
生
主
義
に
よ

る
が
信
用
経
済
の
未
発
達
や
計

画
経
済
の
名
残
か
ら
運
用
上
は

現
金
主
義
に
近
い
状
況
で
の
会

計
処
理
が
行
わ
れ
、
費
用
、
収

益
の
対
応
が
歪
み
正
確
な
会
計

に
な
っ
て
い
な
い
。

�

中
国
の
領
収
書
に
つ
い
て

日
本
の
企
業
本
位
で
自
由
に

作
成
さ
れ
る
も
の
と
違
い
、
中

国
の
領
収
書
「
発
票
」
は
税
務

局
が
印
刷
か
ら
購
入
、
作
成
、

保
管
、
返
却
ま
で
す
べ
て
を
管

理
し
て
お
り
、
そ
れ
を
使
用
し

な
い
と
税
務
処
理
が
で
き
な
い

制
度
に
な
っ
て
い
る
。

中
国
で
は
「
請
求
書
」
が
発

行
さ
れ
ず
、
一
般
的
に
は
「
発

票
」
が
そ
れ
を
代
行
す
る
。

税
務
上
の
処
理
は
「
発
票
」

を
ベ
ー
ス
に
計
上
さ
れ
、
支
払

時
に
「
発
票
」
を
取
得
し
な
い

と
費
用
と
し
て
は
認
め
ら
れ

ず
、
固
定
資
産
計
上
も
減
価
償

却
の
処
理
も
で
き
な
い
。
ま

た
、「
発
票
」
は
通
し
番
号
が
付

け
ら
れ
て
お
り
、
紛
失
す
る
と

再
発
行
は
さ
れ
な
い
。

現
在
３
種
類
の
「
発
票
」
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。

�

増
値
税
専
用
発
票

中
央

の
国
家
税
務
局
が
管
理
し
て

い
る
も
の
で
、
専
用
作
成
機

を
使
用
し
て
「
増
値
税
」
金

額
を
記
入
す
る
。
基
本
税
率

は
１７
％
で
毎
月
末
に
集
計
し

て
翌
月
１０
日
に
税
金
を
納
め

る
。

�

一
般
消
費
財
発
票

地
方

政
府
が
管
理
し
て
い
る
も
の

で
、
小
売
店
な
ど
で
商
品
を

購
入
し
た
時
に
受
領
す
る
。

一
般
商
業
発
票
（
１７
％
）
と

小
規
模
商
業
発
票
（
５
％
）

の
２
種
類
が
あ
る
。

�

サ
ー
ビ
ス
業
発
票

地
方

政
府
が
管
理
し
て
い
る
も
の

で
、
固
定
金
額
タ
イ
プ
で
、

飲
食
店
等
の
サ
ー
ビ
ス
業
で

発
行
さ
れ
る
。
福
建
省
ア
モ

イ
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
く
じ

（
現
金
が
当
た
る
）
の
つ
い

て
い
る
も
の
が
あ
る
。

実
態
と
し
て
発
票
主
義
の
問

題
点
も
あ
る
。
発
票
し
な
い
売

り
上
げ
は
納
税
し
な
い
で
済
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
発

票
が
不
要
な
ら
ば
販
売
価
格
が

割
引
さ
れ
る
と
か
、
偽
造
さ
れ

る
「
発
票
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
。

�

注
冊
会
計
師
と
年
度
監
査

に
つ
い
て

中
国
に
進
出
し
て
い
る
外
資

系
企
業
は
毎
年
注
冊
会
計
師
に

よ
る
年
度
監
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
「
審
計
（
監

査
）
報
告
書
」
に
基
づ
き
、
政

府
各
部
門
に
年
度
監
査
が
義
務

付
け
さ
れ
て
い
る
。

「
審
計
（
監
査
）
報
告
書
」

の
前
段
は
会
計
法
な
ど
に
基
づ

く
会
計
監
査
で
あ
り
、
後
段
は

税
務
法
律
な
ど
に
よ
る
税
務
監

査
で
あ
る
。
会
計
基
準
と
税
務

基
準
の
差
異
に
よ
り
発
生
し
た

納
税
額
の
調
整
が
「
納
税
調
整

表
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
追
徴

課
税
か
或
い
は
還
付
申
請
を
行

う
こ
と
に
な
る
。

「
審
計
（
監
査
）
報
告
書
」

の
構
成
か
ら
、
中
国
の
年
度
監

査
に
「
会
計
監
査
」
と
「
税
務

監
査
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
年
度
監
査
を
実
施

す
る
注
冊
会
計
師
は
税
理
士
の

仕
事
も
兼
務
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
注
冊
会
計
師
の

多
く
は
「
会
計
」
と
「
税
務
」

の
区
別
が
で
き
な
い
。
一
部
の

注
冊
会
計
師
は
「
最
後
に
税
法

基
準
に
基
づ
く
調
整
が
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
普
段
の
会

計
処
理
も
税
務
基
準
で
行
う
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
を
持

っ
て
い
る
。

�

中
国
の
注
冊
税
務
師
制
度

に
つ
い
て

日
本
の
税
理
士
制
度
に
倣
っ

た
も
の
で
あ
る
。
が
、
業
務
内

容
は
監
査
法
人
が
解
決
で
き
な

い
税
務
問
題
を
主
要
な
業
務
と

し
、
外
資
系
中
心
の
事
務
需
要

が
中
心
で
あ
る
。

「
移
転
価
格
税
制
」
へ
の
取

り
組
み
が
こ
れ
か
ら
の
税
務
の

重
要
課
題
と
認
識
さ
れ
て
い

る
。中

国
で
は
会
社
の
経
理
担
当

者
が
自
分
は
専
門
家
と
思
っ
て

い
る
の
で
敢
え
て
税
務
師
に
は

依
頼
せ
ず
、
税
務
調
査
の
連
絡

が
税
務
局
か
ら
あ
っ
た
時
や
、

税
務
調
査
で
の
税
額
問
題
が
生

じ
た
と
き
依
頼
す
る
こ
と
が
過

半
で
あ
る
。

最
近
の
企
業
業
績
の
悪
化
に

加
え
、
税
務
師
個
々
の
経
験
、

レ
ベ
ル
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、

納
税
者
が
税
務
師
に
依
頼
す
る

意
識
が
薄
い
た
め
税
務
師
事
務

所
の
経
営
は
厳
し
い
も
の
が
あ

る
。注

冊
税
務
師
事
務
所
は
す
べ

て
法
人
営
業
で
あ
り
、
注
冊
税

務
師
５
名
以
上
で
設
立
準
備
が

可
能
で
あ
る
。

国
家
税
務
総
局
の
許
可
を
受

け
て
か
ら
法
人
登
記
を
行
う
。

中
国
全
土
の
税
務
師
事
務
所

の
数
に
つ
い
て

約
２
２
０
０

社
、
株
式
会
社
が
８０
％
位
で
、

他
は
合
資
会
社
の
形
態
を
と
っ

て
い
る
。

税
務
師
の
有
資
格
者
税
務
師

は
５
万
人
弱
、
其
の
う
ち
１
万

３
千
人
が
税
務
師
事
務
所
で
活

躍
し
て
い
る
。
残
り
の
資
格
者

は
会
計
師
事
務
所
や
官
庁
（
役

所
）
で
勤
務
し
て
い
る
。
事
務

所
の
職
員
は
一
社
平
均
１７
〜
１８

名
と
い
わ
れ
て
い
る
。

税
務
師
事
務
所
の
組
織
は
全

国
に
２３
支
部
が
あ
り
、
北
京
、

山
東
省
に
多
く
の
事
務
所
が
あ

る
。税

務
師
試
験
は
毎
年
一
回
実

施
、
受
験
者
は
５
〜
６
万
人
で
、

合
格
率
は
２０
％
前
後
で
あ
る
。

中
国
の
国
家
税
務
職
員
は
３０
万

人
な
の
で
、
税
務
師
も
３０
万
人

く
ら
い
ま
で
の
増
加
を
思
考
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

�

注
冊
会
計
師
（
公
認
会
計

士
）
事
務
所
に
つ
い
て

中
国
注
冊
会
計
師
協
会
の
各

年
報
告
か
ら
人
数
分
析
を
す
る

と
、
会
計
師
及
び
事
務
所
は
２

０
０
７
年
で
全
国
Ｃ
Ｐ
Ａ
７
１

５
８
３
人
、
事
務
所
は
７
１
４

８
所
、
事
務
所
平
均
Ｃ
Ｐ
Ａ
は

１０
人
だ
が
、
そ
の
う
ち
百
強
と

い
わ
れ
る
事
務
所
の
Ｃ
Ｐ
Ａ
人

数
は
１
７
１
８
０
人
（
事
務
所

平
均
Ｃ
Ｐ
Ａ
１
７
２
人
）
で
、

全
国
の
２４
％
を
占
め
る
寡
占
化

が
進
ん
で
い
る
現
状
に
あ
る
。

か
つ
、
百
強
事
務
所
の
う
ち
更

に
四
大
事
務
所
と
言
わ
れ
る
事

務
所
は
Ｃ
Ｐ
Ａ
２
０
０
７
人
、

各
事
務
所
平
均
Ｃ
Ｐ
Ａ
４
０
１

人
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
収
入
も
中
小
事
務
所

の
平
均
収
入
が
１
６
２
・
１８
万

元
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
百
強

事
務
所
の
平
均
収
入
１
６
４
４

８
・
８４
万
元
、
四
大
事
務
所
に

い
た
っ
て
は
２
２
８
２
６
３
・

２５
万
元
と
差
が
つ
い
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
る
。

結
び
に

海
外
で
は
現
地
の
法
制
度
を

事
前
に
知
っ
て
お
く
こ
と
が
非

常
に
重
要
で
あ
る
。

税
理
士
事
務
所
が
ど
の
タ
イ

ミ
ン
グ
で
事
業
展
開
に
参
加
す

る
の
が
ベ
ス
ト
な
の
か
、
海
外

デ
ー
タ
の
収
集
を
含
む
不
断
の

努
力
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
だ

ろ
う
と
思
う
。
個
人
で
対
応
し

え
な
い
と
こ
ろ
は
税
理
士
界
で

対
応
し
て
い
く
こ
と
が
緊
急
に

求
め
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
中
国
で
は
８
万
人
の
弁

護
士
を
一
挙
に
合
格
さ
せ
、「
こ

れ
か
ら
の
海
外
進
出
は
軍
艦
や

大
砲
の
時
代
で
は
な
い
、
法
律

研
究
の
時
代
だ
」
と
の
思
想
が

強
く
打
ち
出
さ
れ
た
。
税
理
士

（
税
理
士
界
）
も
日
本
の
税
法

を
ベ
ー
ス
に
比
較
法
の
形
で
各

国
税
法
を
把
握
し
、
企
業
の
海

外
進
出
に
伴
う
事
業
展
開
の
助

言
者
た
る
地
位
を
確
立
し
て
い

く
こ
と
も
一
考
か
と
思
え
る
。

海
外
の
税
務
問
題
の
処
理

や
、
海
外
進
出
企
業
の
相
談
対

策
を
考
え
る
と
き
、
日
本
の
課

税
庁
の
緻
密
さ
、
透
明
さ
、
事

務
処
理
の
速
さ
、
資
料
に
対
す

る
弾
力
的
対
応
、
税
務
専
門
家

へ
の
配
慮
な
ど
、
税
務
行
政
の

歴
史
を
感
じ
る
。

税
の
専
門
家
と
し
て
の
税
理

士
と
共
に
国
家
の
基
本
で
あ
る

租
税
制
度
を
真
摯
に
う
け
と
め

る
と
い
う
旧
大
蔵
省
、
国
税
庁

の
ス
タ
ン
ス
が
、
公
平
性
に
基

づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

改
め
て
、
日
本
の
税
理
士
で
あ

る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
。

（
参
考
）

１
元＝

１３
・
６６
円

（
３
月
３１
日
現
在
）

特別寄稿

中
国
に
お
け
る
事
業
展
開
の
基
礎
知
識

中村一三
【上野】
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